
 
 

改正 平成２５年７月８日 原規防発第 1307082 号 原子力規制委員会決定 

 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に

関する規則第１８条の運用について（内規）（原規防発第 1304021 号（平成２５年４月３

日原子力規制委員会決定））の一部を次のように改正する。 
 
平成２５年７月８日 
 
 

原子力規制委員会      
 
 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物 

質の防護に関する規則第１８条の運用について（内規）の一部改正について 
 
 
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に

関する規則第１８条の運用について（内規）を別添新旧対照表のように改正する。 

 
 

附 則 
この規程は平成２５年７月８日から施行する。 



1 
 

福島第一報告基準内規比較表 

新 旧 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃

料物質の防護に関する規則第１８条の運用について（訓令） 

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃

料物質の防護に関する規則第１８条の運用について（内規） 

平成２５年７月８日

原子力規制委員会

 

I 運用の基本的な考え方 

 

１．東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核

燃料物質の防護に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第２号）

第１８条（以下「福島第一報告基準」という。）は、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第６６号）第６４

条の３第１項に基づき、特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物

質の防護のための措置を実施するための計画（以下「実施計画」という。）

が認可された時点から適用される。 

 

２．発電用原子炉設置者は、事象が福島第一報告基準の各号のいずれかに

該当するときは、その旨を原子力規制委員会（以下「委員会」という。）

に直ちに報告するものとする。 

なお、発電用原子炉設置者が、委員会に対する報告の前に当該事象に

ついて公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の

経緯及び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発

表、ホームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるも

平成２５年４月３日 

原子力規制委員会 

 

I 運用の基本的な考え方 

 

１．東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核

燃料物質の防護に関する規則（平成２５年原子力規制委員会規則第２号）

第１８条（以下「福島第一報告基準」という。）は、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第６６号）第６４

条の３第１項に基づき、特定原子力施設に関する保安又は特定核燃料物

質の防護のための措置を実施するための計画（以下「実施計画」という。）

が認可された時点から適用される。 

 

２．原子炉設置者は、事象が福島第一報告基準の各号のいずれかに該当す

るときは、その旨を原子力規制庁（以下「規制庁」という。）に直ちに報

告するものとする。 

なお、原子炉設置者が、規制庁に対する報告の前に当該事象について

公表すること（関係機関に対し、その時点で判明している事象の経緯及

び状況、措置の内容及び工程等の連絡を行うとともに、プレス発表、ホ

ームページ掲載等により対外的に公にすること）自体を妨げるものでは
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のではない。 

 

Ⅱ 報告基準の各号について 

 

福島第一報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意

点は次のとおりである。 

なお、福島第一報告基準の「その状況及びそれに対する処置」とは、

事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための

対策等をいう。 

 

ない。 

 

Ⅱ 報告基準の各号について 

 

福島第一報告基準の各号の目的、語句、文章の解釈及び運用上の留意

点は次のとおりである。 

なお、福島第一報告基準の「その状況及びそれに対する処置」とは、

事象の状況に関する事実関係とその発生原因の調査、再発防止のための

対策等をいう。 

 

一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 一 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。 

１． 目的 

原子力発電所において、核物質防護の観点から、核燃料物質の盗取又

は所在不明があった場合に報告を求めるものである。 

 

２．運用上の留意点 

① 本号の対象は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の

保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則（以下「福島第一規則」

という。）又は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和

５２年通商産業省令第７７号。以下「実用炉規則」という。）に係る

ものに限る。例えば、原子力発電所で使用する核燃料物質であっても、

核燃料物質の使用等に関する規則（昭和３２年総理府令第８４号。以

下「使用規則」という。）に係る核燃料物質として許可を得ているも

のについて盗取又は所在不明が生じた場合は、使用規則の適用を受け

１． 目的 

原子力発電所において、核物質防護の観点から、核燃料物質の盗取又

は所在不明があった場合に報告を求めるものである。 

 

２．運用上の留意点 

② 本号の対象は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の

保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則（以下「福島第一規則」

という。）又は実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和

５２年通商産業省令第７７号。以下「実用炉規則」という。）に係る

ものに限る。例えば、原子力発電所で使用する核燃料物質であっても、

核燃料物質の使用等に関する規則（昭和３２年総理府令第８４号。以

下「使用規則」という。）に係る核燃料物質として許可を得ているも

のについて盗取又は所在不明が生じた場合は、使用規則の適用を受け
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ることから、本号の適用を受けない。 

 

ることから、本号の適用を受けない。 

 

二 核燃料物質（五号炉及び六号炉に係るものを除く。）が臨界に達し又

は達するおそれがあるとき。 

二 核燃料物質（五号炉及び六号炉に係るものを除く。）が臨界に達し又

は達するおそれがあるとき。 

１．目的 

 発電用原子炉施設において核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそ

れがある場合は、施設内外に直ちに安全上の影響を及ぼすおそれがある

ため、報告を求めるものである。 

２．語句・文章の解釈 

 「臨界に達するおそれがあるとき」：実施計画に定める未臨界監視に

係る短半減期核種の放射能濃度の制限値を超過したときその他事象の

進展により臨界に達するおそれがあるときをいう。 

１．目的 

 原子炉施設において核燃料物質が臨界に達し、又は達するおそれがあ

る場合は、施設内外に直ちに安全上の影響を及ぼすおそれがあるため、

報告を求めるものである。 

２．語句・文章の解釈 

 「臨界に達するおそれがあるとき」：実施計画に定める未臨界監視に

係る短半減期核種の放射能濃度の制限値を超過したときその他事象の

進展により臨界に達するおそれがあるときをいう。 

三 発電用原子炉設置者が、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められ

たものの点検を行った場合において、発電用原子炉施設の安全を確保す

るために必要な機能を有していないと認められたとき。 

四 発電用原子炉設置者が、安全上重要な機器等（一号炉、二号炉、三号

炉及び四号炉に係るもの並びに実施計画で定められたものを除く。）又

は常設重大事故等対処設備に属する機器等（一号炉、二号炉、三号炉及

び四号炉に係るもの並びに実施計画で定められたものを除く。）の点検

を行った場合において、当該安全上重要な機器等が実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委員

会規則第六号。以下「技術基準規則」という。）第十七条若しくは第十

八条に定める基準に適合していないと認められたとき、当該常設重大事

故等対処設備に属する機器等が技術基準規則第五十五条若しくは第五

三 原子炉設置者が、原子炉施設のうち実施計画に定められたものの点検

を行った場合において、原子炉施設の安全を確保するために必要な機能

を有していないと認められたとき。 

四 原子炉設置者が、安全上重要な機器等（一号炉、二号炉、三号炉及び

四号炉に係るもの並びに前号で定めるものを除く。）の点検を行った場

合において、当該安全上重要な機器等が発電用原子力設備に関する技術

基準を定める省令（昭和四十年通商産業省令第六十二号）第九条若しく

は第九条の二に定める基準に適合していないと認められたとき又は原

子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認めら

れたとき。 
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十六条に定める基準に適合していないと認められたとき又は発電用原

子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認めら

れたとき。 

１．目的 

発電用原子炉施設のうち実施計画に記載のあるものが故障等により

安全を確保するために必要な機能を有していないと判断された場合、安

全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等がひび

割れ等の損傷により一定の基準に適合していないと判断された場合は、

安全に影響を及ぼす事象である場合があるため、報告を求めるものであ

る。 

 

２．運用上の留意点 

①  当該発電用原子炉施設のうち実施計画に記載のあるもの、当該安全

上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の使用

を開始した以降のものを対象とする。したがって、当該発電用原子炉

施設のうち実施計画に記載のある機器等、当該安全上重要な機器等又

は常設重大事故等対処設備に属する機器等の工事中に発生した損傷

については対象としない。 

②  当該発電用原子炉施設のうち実施計画に記載のあるもの、当該安全

上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等が担う

機能に不具合がある場合であって、当該不具合が当該発電用原子炉施

設のうち実施計画に記載のあるもの、当該安全上重要な機器等又は常

設重大事故等対処設備に属する機器等に使用する消耗品の交換や機

器の調整により復旧できるときは、当該機器等が発電用原子炉施設の

１．目的 

原子炉施設のうち実施計画に記載のあるものが故障等により安全を

確保するために必要な機能を有していないと判断された場合又は安全

上重要な機器等がひび割れ等の損傷により一定の基準に適合していな

いと判断された場合は、安全に影響を及ぼす事象である場合があるた

め、報告を求めるものである。 

 

 

２．運用上の留意点 

➀  当該原子炉施設のうち実施計画に記載のあるもの又は当該安全上

重要な機器等の使用を開始した以降のものを対象とする。したがっ

て、当該原子炉施設のうち実施計画に記載のある機器等又は当該安全

上重要な機器等の工事中に発生した損傷については対象としない。 

 

 

② 当該原子炉施設のうち実施計画に記載のあるもの又は当該安全上重

要な機器等が担う機能に不具合がある場合であって、当該不具合が当

該原子炉施設のうち実施計画に記載のあるもの又は当該安全上重要

な機器等に使用する消耗品の交換や機器の調整により復旧できると

きは、当該機器等が原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を

有していないとはみなさない。 
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安全を確保するために必要な機能を有していないとはみなさない。 

（参考）「消耗品」とは、通常の使用又は時間の経過による劣化に対応し、品質管理

プログラムに従って交換が管理されている機器又は部品であって、３定期事業

者検査程度（暦年で４、５年程度）を上限として使用限度が定められている機

器又は部品、若しくは使用頻度を定めることが適当でないものにあっては予備

品が常に用意されている機器又は部品とする。また、「機器の調整」とは、部

品の交換や補修を伴わず、機器を復旧させる目的で行う作業をいう。 

③ 安全上重要な機器等を定める告示（平成１５年経済産業省告示第３２

７号）においては、その上欄において、原子炉の安全運転に関連する

機能毎に必要な設備等を掲げ、その下欄において、当該設備等を構成

する安全上重要な機器等を掲げている。したがって、下欄に掲げる機

器等は、それに対応する上欄に掲げる機能及び設備としての要求を満

たすか否かという観点から検討される必要がある。 

④ 安全上重要な機器等のうち、技術基準規則第１７条若しくは第１８条

の対象とならない機器等及び常設重大事故等対処設備に属する機器

等のうち、技術基準規則第５５条若しくは第５６条の対象とならない

機器等に関し、これらの基準による評価の考え方を準用するほか、他

法令（建築基準法等）、民間規格（ＪＥＡＧ等）等の有効性が認知さ

れた評価基準又は評価手法を用いて機能を維持するために必要な構

造を有しており安全上支障のないことの確認ができるときは、「発電

用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと

認められたとき」に該当しない。 

 

 

（参考）「消耗品」とは、通常の使用又は時間の経過による劣化に対応し、品質管理

プログラムに従って交換が管理されている機器又は部品であって、３定期事業

者検査程度（暦年で４、５年程度）を上限として使用限度が定められている機

器又は部品、若しくは使用頻度を定めることが適当でないものにあっては予備

品が常に用意されている機器又は部品とする。また、「機器の調整」とは、部

品の交換や補修を伴わず、機器を復旧させる目的で行う作業をいう。 

③ 安全上重要な機器等を定める告示（平成１５年経済産業省告示第３２

７号）においては、その上欄において、原子炉の安全運転に関連する

機能毎に必要な設備等を掲げ、その下欄において、当該設備等を構成

する安全上重要な機器等を掲げている。したがって、下欄に掲げる機

器等は、それに対応する上欄に掲げる機能及び設備としての要求を満

たすか否かという観点から検討される必要がある。 

④ 安全上重要な機器等のうち、技術基準省令の第９条又は第９条の２の

対象とならない機器等に関し、これらの基準による評価の考え方を準

用するほか、他法令（建築基準法等）、民間規格（ＪＥＡＧ等）等の

有効性が認知された評価基準又は評価手法を用いて機能を維持する

ために必要な構造を有しており安全上支障のないことの確認ができ

るときは、「原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有して

いないと認められたとき」に該当しない。 

 

五 火災により発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたもの又は 五 火災により原子炉施設のうち実施計画に定められたもの又は安
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安全上重要な機器等（一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係るもの並

びに実施計画で定められたものを除く。）又は前号の常設重大事故等対

処設備に属する機器等の故障があったとき。ただし、当該故障が消火又

は延焼の防止の措置によるときを除く。 

全上重要な機器等（一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係るも

の並びに原子炉施設のうち実施計画で定められたものを除く。）

の故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止 

の措置によるときを除く。 

１． 目的 

火災については、事象の進展を予測することが難しい場合があり、ま

た、消火活動又は火災の拡大を予防するための措置を行ったことに伴い

発電用原子炉施設のうち実施計画に記載のあるもの、安全上重要な機器

等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の故障が発生する可能

性もあるため、他の発電用原子炉施設の故障とは区別して号を設け基準

を定めるものである。 

 

２． 語句・文章の解釈 

「火災」：運転操作、作業等の意図に反して発生した燃焼現象で、この状

態を解消するために消火器、消火設備等を使用することが必要なもの

をいう。 

 

３． 運用上の留意点 

当該発電用原子炉施設のうち実施計画に記載のあるもの又は当該安

全上重要な機器等又は常設重大事故等対処設備に属する機器等の使用

を開始して以降のものを対象とする。したがって、当該発電用原子炉施

設のうち実施計画に記載のある機器等又は当該安全上重要な機器等又

は常設重大事故等対処設備に属する機器等の工事中に発生した損傷に

ついては対象としない。 

１． 目的 

火災については、事象の進展を予測することが難しい場合があり、ま

た、消火活動又は火災の拡大を予防するための措置を行ったことに伴い

原子炉施設のうち実施計画に記載のあるもの又は安全上重要な機器等

の故障が発生する可能性もあるため、他の原子炉施設の故障とは区別し

て号を設け基準を定めるものである。 

 

 

２． 語句・文章の解釈 

「火災」：運転操作、作業等の意図に反して発生した燃焼現象で、この状

態を解消するために消火器、消火設備等を使用することが必要なもの

をいう。 

 

３． 運用上の留意点 

当該原子炉施設のうち実施計画に記載のあるもの又は当該安全上重

要な機器等の使用を開始して以降のものを対象とする。したがって、当

該原子炉施設のうち実施計画に記載のある機器等又は当該安全上重要

な機器等の工事中に発生した損傷については対象としない。 
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六 前三号のほか、発電用原子炉施設の故障（発電用原子炉施設の運転に

及ぼす支障が軽微なものを除く。）により、運転上の制限を逸脱したとき、

又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定

める措置が講じられなかったとき。 

六 前三号のほか、原子炉施設の故障（原子炉施設の運転に及ぼす支障が

軽微なものを除く。）により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上

の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が

講じられなかったとき。 

１． 目的 

本号は、発電用原子炉施設の故障の場合に、ＬＣＯをその故障に関す

る安全上の重要度の目安とし、そのＬＣＯの逸脱をもって報告を求める

もの、また、発電用原子炉施設の故障の有無を問わず、ＬＣＯの逸脱が

あったときに実施計画に従って適切な措置がとられなかった場合に報

告を求めるものである。 

 

２． 語句・文章の解釈 

① 「運転上の制限」：実施計画で定めるＬＣＯを指し、この範囲内で運

転していれば十分に安全を確保できる設備の機能的能力又は性能水

準を示したもの。 

（参考）ＬＣＯを満足していない状態（ＬＣＯ逸脱）となった場合は、安全水準が劣

化している可能性があるが、ＬＣＯ逸脱ということのみをもって直ちに安全上の

重大な問題を生じていることを意味するものではない。保安規定は、個々のＬＣ

Ｏ逸脱に対して「要求される措置」を定めており、それぞれに定められた期限内

に「要求される措置」を講じることを求めている。 

② 「発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なもの」：当該機器の

設置される事業所内において、消耗品の交換や機器の調整により速や

かに発電用原子炉施設が復旧できる場合をいう。 

 

１． 目的 

本号は、原子炉施設の故障の場合に、ＬＣＯをその故障に関する安全

上の重要度の目安とし、そのＬＣＯの逸脱をもって報告を求めるもの、

また、原子炉施設の故障の有無を問わず、ＬＣＯの逸脱があったときに

実施計画に従って適切な措置がとられなかった場合に報告を求めるも

のである。 

 

２． 語句・文章の解釈 

① 「運転上の制限」：実施計画で定めるＬＣＯを指し、この範囲内で運

転していれば十分に安全を確保できる設備の機能的能力又は性能水

準を示したもの。 

（参考）ＬＣＯを満足していない状態（ＬＣＯ逸脱）となった場合は、安全水準が劣

化している可能性があるが、ＬＣＯ逸脱ということのみをもって直ちに安全上の

重大な問題を生じていることを意味するものではない。保安規定は、個々のＬＣ

Ｏ逸脱に対して「要求される措置」を定めており、それぞれに定められた期限内

に「要求される措置」を講じることを求めている。 

② 「原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なもの」：当該機器の設置さ

れる事業所内において、消耗品の交換や機器の調整により速やかに原

子炉施設が復旧できる場合をいう。 
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３． 運用上の留意点 

① 本号における消耗品の交換及び機器の調整の意図するところは、簡易

な措置により速やかに復旧できる場合であり、切断、研削等の工事に

より機器の形状変更を伴う補修は該当しない。また、弁のシール面の

みがき等は機器の形状変更を伴う補修とはみなさない。 

② 発電用原子炉施設の故障が原因ではないＬＣＯ逸脱（例えば、発電用

原子炉施設の故障を発生させない誤操作、ＬＣＯを満足していること

を確認するための措置の不履行等により、ＬＣＯ逸脱となった場合）

は本号の前半には該当しない。 

また、同様に、発電用原子炉施設の故障を速やかに復旧するために、

故障の状況、復旧措置の内容、工程、ＬＣＯからの逸脱の内容及びそ

の影響等について予め計画し、これを関係機関に連絡した上でＬＣＯ

逸脱を行う場合についても該当しない。 

 

 

３． 運用上の留意点 

① 本号における消耗品の交換及び機器の調整の意図するところは、簡易

な措置により速やかに復旧できる場合であり、切断、研削等の工事に

より機器の形状変更を伴う補修は該当しない。また、弁のシール面の

みがき等は機器の形状変更を伴う補修とはみなさない。 

② 原子炉施設の故障が原因ではないＬＣＯ逸脱（例えば、原子炉施設の

故障を発生させない誤操作、ＬＣＯを満足していることを確認するた

めの措置の不履行等により、ＬＣＯ逸脱となった場合）は本号の前半

には該当しない。 

また、同様に、原子炉施設の故障を速やかに復旧するために、故障

の状況、復旧措置の内容、工程、ＬＣＯからの逸脱の内容及びその影

響等について予め計画し、これを関係機関に連絡した上でＬＣＯ逸脱

を行う場合についても該当しない。 

 

 

七 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気

体状の放射性廃棄物の実施計画に定められた方法による排出の状況に

異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排

出の状況に異状が認められたとき。 

七 原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の

放射性廃棄物の実施計画に定められた方法による排出の状況に異状が

認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状

況に異状が認められたとき。 

１． 目的 

発電用原子炉施設の故障等に起因して気体状の放射性物質及び排水

口からの液体状の放射性廃棄物の排出の状況に異状があった場合は、放

射線管理の観点からは問題とならないレベルであっても、発電用原子炉

施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影

１． 目的 

原子炉施設の故障等に起因して気体状の放射性物質及び排水口から

の液体状の放射性廃棄物の排出の状況に異状があった場合は、放射線管

理の観点からは問題とならないレベルであっても、原子炉施設の故障等

の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低減
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響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものであ

る。 

 

２．語句・文章の解釈 

①  「気体状の放射性廃棄物の実施計画に記載された方法による排出の

状況に異状が認められたとき」：実施計画で定める放出管理の目標値

を超える排出が認められた場合をいう。 

②  「液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認め

られたとき」：管理されずに放出された場合をいう。ただし、管理さ

れずに放出された場合であっても、放出された放射能量を評価するこ

とができ、かつ、その量がごく小さい場合は対象とならない。 

（参考）「ごく小さい場合」：年間放出管理目標値（ガンマ核種）又は放出管理の基準

値を１日当たりに換算した量以下をいう。 

 

３．運用上の留意点 

①  降雨、落雷等の自然現象により一時的に放射線計測の数値が上昇し

たとき、又は通常の発電用原子炉施設の運転、点検等に伴い計画的に

放射性廃棄物が排出されたときは、「発電用原子炉施設の故障その他

の不測の事態」が原因ではないため、本号には該当しない。また、発

電用原子炉施設の故障等により、液体状の放射性廃棄物が排水施設に

流入した場合であっても、適切な放出管理が行われた場合には、本号

には含まれない。 

②  排水施設の故障等により、液体状の放射性廃棄物が、放出放射能量

評価が行えない等の管理不能な状態で排出されたときは、本号の対象

させることが望ましいことから、報告を求めるものである。 

 

 

２．語句・文章の解釈 

①  「気体状の放射性廃棄物の実施計画に記載された方法による排出の

状況に異状が認められたとき」：実施計画で定める放出管理の目標値

を超える排出が認められた場合をいう。 

②  「液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認め

られたとき」：管理されずに放出された場合をいう。ただし、管理さ

れずに放出された場合であっても、放出された放射能量を評価するこ

とができ、かつ、その量がごく小さい場合は対象とならない。 

（参考）「ごく小さい場合」：年間放出管理目標値（ガンマ核種）又は放出管理の基準

値を１日当たりに換算した量以下をいう。 

 

３．運用上の留意点 

①  降雨、落雷等の自然現象により一時的に放射線計測の数値が上昇し

たとき、又は通常の原子炉施設の運転、点検等に伴い計画的に放射性

廃棄物が排出されたときは、「原子炉施設の故障その他の不測の事態」

が原因ではないため、本号には該当しない。また、原子炉施設の故障

等により、液体状の放射性廃棄物が排水施設に流入した場合であって

も、適切な放出管理が行われた場合には、本号には含まれない。 

②  排水施設の故障等により、液体状の放射性廃棄物が、放出放射能量

評価が行えない等の管理不能な状態で排出されたときは、本号の対象

となる。 
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となる。 

 

 

 

 

八 気体状の放射性廃棄物（五号炉及び六号炉に係るものを除く。）を排

出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が

第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。 

九 気体状の放射性廃棄物（前号に規定するものを除く。）を排気施設に

よって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質

の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。 

八 気体状の放射性廃棄物（五号炉及び六号炉に係るものを除く。）を排

出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が

第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。 

九 気体状の放射性廃棄物（前号に規定するものを除く。）を排気施設に

よって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質

の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。 

目的 

事業所において行われる気体状の放射性廃棄物の廃棄については、法

第６４条の２第２項に基づく措置を講ずべき事項において「施設内で発

生する放射性気体廃棄物の処理にあたっては、その廃棄物の性状に応じ

て、当該廃棄物の放出量を抑制し、適切に処理・管理を行うことにより、

敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること。」を求めており、福島

第一規則に定められた濃度限度に係る法令の遵守状況を確認する観点

を踏まえ、当該濃度限度を超えた場合をもって報告を求めるものであ

る。 

なお、１号炉から４号炉については気体状の放射性廃棄物を管理して

排出することが困難なことから、排気施設による排出に限らず、気体状

の放射性廃棄物を排出した場合に周辺監視区域の外の空気中の放射性

物質の濃度が当該濃度限度を超えた場合に報告を求めるものである。 

（参考）福島第一規則第１６条第４号の規定に基づく濃度限度は、東京電力株式会社

福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要

目的 

事業所において行われる気体状の放射性廃棄物の廃棄については、法

第６４条の２第２項に基づく措置を講ずべき事項において「施設内で発

生する放射性気体廃棄物の処理にあたっては、その廃棄物の性状に応じ

て、当該廃棄物の放出量を抑制し、適切に処理・管理を行うことにより、

敷地周辺の線量を達成できる限り低減すること。」を求めており、福島

第一規則に定められた濃度限度に係る法令の遵守状況を確認する観点

を踏まえ、当該濃度限度を超えた場合をもって報告を求めるものであ

る。 

なお、１号炉から４号炉については気体状の放射性廃棄物を管理して

排出することが困難なことから、排気施設による排出に限らず、気体状

の放射性廃棄物を排出した場合に周辺監視区域の外の空気中の放射性

物質の濃度が当該濃度限度を超えた場合に報告を求めるものである。 

（参考）福島第一規則第１６条第４号の規定に基づく濃度限度は、東京電力株式会社

福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要
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な事項を定める告示（平成２５年原子力規制委員会告示第３号）第８条に定めら

れる。 

 

な事項を定める告示（平成２５年原子力規制委員会告示第３号）第８条に定めら

れる。 

 

十 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周

辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十六条

第七号の濃度限度を超えたとき。 

十 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周

辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十六条

第七号の濃度限度を超えたとき。 

目的 

事業所において行われる液体状の放射性廃棄物の廃棄について、福島

第一規則に定められた濃度限度に係る法令の遵守状況を確認する観点

から、当該濃度限度を超えた場合をもって報告を求めるものである。 

（参考）福島第一規則第１６条第７号の規定に基づく濃度限度は、東京電力株式会社

福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要

な事項を定める告示第８条に定められる。 

 

目的 

事業所において行われる液体状の放射性廃棄物の廃棄について、福島

第一規則に定められた濃度限度に係る法令の遵守状況を確認する観点

から、当該濃度限度を超えた場合をもって報告を求めるものである。 

（参考）福島第一規則第１６条第７号の規定に基づく濃度限度は、東京電力株式会社

福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関して必要

な事項を定める告示第８条に定められる。 

 

十一 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下この項にお

いて「核燃料物質等」という。）が管理区域外で漏えいしたとき。 

十一 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下この項にお

いて「核燃料物質等」という。）が管理区域外で漏えいしたとき。 

１． 目的 

核燃料物質等が管理区域外に排出される場合には、廃棄施設を通じ管

理された状態で排出されることとなっており、排気口や排水口以外の場

所から漏えいすることは異常な事象であるため、核燃料物質等が管理区

域外で漏えいした場合に報告を求めるものである。 

なお、１号炉から４号炉に係る気体状の核燃料物質等については福島

第一報告基準第７号及び第８号で定める規定により報告を受けること

となる。 

１． 目的 

核燃料物質等が管理区域外に排出される場合には、廃棄施設を通じ管

理された状態で排出されることとなっており、排気口や排水口以外の場

所から漏えいすることは異常な事象であるため、核燃料物質等が管理区

域外で漏えいした場合に報告を求めるものである。 

なお、１号炉から４号炉に係る気体状の核燃料物質等については福島

第一報告基準第７号及び第８号で定める規定により報告を受けること

となる。 
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２． 語句・文章の解釈 

「漏えい」：配管、容器、弁等の機器から核燃料物質等が系外に出ること

をいう。 

 

 

２． 語句・文章の解釈 

「漏えい」：配管、容器、弁等の機器から核燃料物質等が系外に出ること

をいう。 

 

十二 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、

核燃料物質等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいしたとき。

ただし、漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周

辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかっ

た場合であって、漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその

他漏えいの程度が軽微なとき（漏えいに係る場所について人の立入制限、

鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に

広がったときを除く。）を除く。 

十三 発電用原子炉施設（一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びにこれ

らの附属施設を除く。）の故障その他の不測の事態が生じたことにより、

気体状の核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のい

ずれかに該当するとき（漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の

管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広が

ったときを除く。）を除く。 

イ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所

に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。 

ロ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程

度が軽微なとき。 

十二 原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料

物質等（気体状のものを除く）が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、

漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設

置された漏えいの拡大を防止するための堰の外に拡大しなかった場合で

あって、漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えい

の程度が軽微なとき（漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管

理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がっ

たときを除く。）を除く。 

十三 原子炉施設（一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びにこれらの附

属施設を除く。）の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体

状の核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれ

かに該当するとき（漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理

等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がった

ときを除く。）を除く。 

イ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所

に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。 

ロ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程

度が軽微なとき。 

１． 目的 １． 目的 
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発電用原子炉施設の故障等に起因する管理区域内の漏えいについて

は、放射線管理の観点からは問題とならない事象であっても、発電用原

子炉施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合

の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるもので

ある。 

（参考）「管理区域」は、福島第一規則第２条第２項第４号において定義されている。 

 

２． 語句・文章の解釈 

① 「漏えいに係る場所」：漏えいが生じた場所のみを指すものではなく、

漏えいしたものが広がった範囲全体をいう。 

② 「人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき」：漏えい

の結果、実施計画に基づき、新たに人の立入制限等の区域を設定した

場合をいう。 

③ 「漏えいの拡大を防止するための堰」：核燃料物質等の漏えいの拡大

を防止するために、常時又は予め一時的に設置された容器、設備又は

区画をいう。 

（参考）堰と同等の効果を有するものとして、定期事業者検査等での漏えいを想定し

て設置するポリシート等による区画養生も含む。 

④  「放射能量が微量のとき」：漏えいした核燃料物質等が液体状のもの

については、漏えい水に含まれる総放射能量として、ガンマ線放出核

種で１．０×１０８Ｂｑを目安とし、これを超えなかったときなどをい

う。 

（参考）放射線管理の観点からは漏えい水に含まれる放射性物質による被ばく線量を

出来るだけ低減させることが望ましいため、可能な限り低い線量を目安として

原子炉施設の故障等に起因する管理区域内の漏えいについては、放射

線管理の観点からは問題とならない事象であっても、原子炉施設の故障

等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響を極力低

減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。 

（参考）「管理区域」は、福島第一規則第２条第２項第４号において定義されている。 

 

 

２． 語句・文章の解釈 

① 「漏えいに係る場所」：漏えいが生じた場所のみを指すものではなく、

漏えいしたものが広がった範囲全体をいう。 

② 「人の立入制限、かぎの管理等の措置を新たに講じたとき」：漏えい

の結果、実施計画に基づき、新たに人の立入制限等の区域を設定した

場合をいう。 

③ 「漏えいの拡大を防止するための堰」：核燃料物質等の漏えいの拡大

を防止するために、常時又は予め一時的に設置された容器、設備又は

区画をいう。 

（参考）堰と同等の効果を有するものとして、定期事業者検査等での漏えいを想定し

て設置するポリシート等による区画養生も含む。 

⑤  「放射能量が微量のとき」：漏えいした核燃料物質等が液体状のもの

については、漏えい水に含まれる総放射能量として、ガンマ線放出核

種で１．０×１０８Ｂｑを目安とし、これを超えなかったときなどをい

う。 

（参考）放射線管理の観点からは漏えい水に含まれる放射性物質による被ばく線量を

出来るだけ低減させることが望ましいため、可能な限り低い線量を目安として
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報告を求めることが望ましいと考えられる。福島第一原子力発電所では、他の

発電用原子炉施設と同等な管理を行うことが困難であることから、福島第一原

子力発電所に立ち入る放射線業務従事者の被ばく線量の管理値を基準に、漏え

い水に含まれる放射性物質による被ばく線量が毎時０．１ミリシーベルト程度

を超えない場合を目安とする。 

（例）漏えい水に含まれるガンマ線放出核種（点線源）の放射性物質による実効線量

が毎時０．１ミリシーベルトとなる放射能量 

・放射性物質の濃度が１．０×１０４Ｂｑ／ｃｍ３の水の場合：約１．０×１０８

Ｂｑ（約１０リットル） 

 

３． 運用上の留意点 

①  簡易な除染のために一時的に立入を制限した場合、及び定期的な点

検等の作業のために計画的に立入制限を行った場合は、本号に該当し

ない。 

②  漏えいした液体状の核燃料物質等（漏えいした状態において排水施

設等により適切に管理されていない状態のもの）の放射能量を算定す

る場合は、被ばくへの寄与の大きいガンマ線放出核種を測定対象とす

る。しかし、水処理等によりガンマ線放出核種の濃度がベータ線放出

核種に比べて十分低い場合は、全ベータ放射能量により算定するもの

とし、その放射能量がガンマ線源の１００倍（１．０×１０１０Ｂｑ）

を軽微の目安とする。これはガンマ線放出核種による影響が、その１

００倍の放射能量のベータ線放出核種からのベータ線を鉄板等により

遮へいした際に発生する制動Ｘ線による影響とおよそ等しいことによ

る。 

報告を求めることが望ましいと考えられる。福島第一原子力発電所では、他の

原子炉施設と同等な管理を行うことが困難であることから、福島第一原子力発

電所に立ち入る放射線業務従事者の被ばく線量の管理値を基準に、漏えい水に

含まれる放射性物質による被ばく線量が毎時０．１ミリシーベルト程度を超え

ない場合を目安とする。 

（例）漏えい水に含まれるガンマ線放出核種（点線源）の放射性物質による実効線量

が毎時０．１ミリシーベルトとなる放射能量 

・放射性物質の濃度が１．０×１０４Ｂｑ／ｃｍ３の水の場合：約１．０×１０８

Ｂｑ（約１０リットル） 

 

３． 運用上の留意点 

➀  簡易な除染のために一時的に立入を制限した場合、及び定期的な点

検等の作業のために計画的に立入制限を行った場合は、本号に該当し

ない。 

②  漏えいした液体状の核燃料物質等（漏えいした状態において排水施

設等により適切に管理されていない状態のもの）の放射能量を算定す

る場合は、被ばくへの寄与の大きいガンマ線放出核種を測定対象とす

る。しかし、水処理等によりガンマ線放出核種の濃度がベータ線放出

核種に比べて十分低い場合は、全ベータ放射能量により算定するもの

とし、その放射能量がガンマ線源の１００倍（１．０×１０１０Ｂｑ）

を軽微の目安とする。これはガンマ線放出核種による影響が、その１

００倍の放射能量のベータ線放出核種からのベータ線を鉄板等によ

り遮へいした際に発生する制動Ｘ線による影響とおよそ等しいこと

による。 



15 
 

③  核種の分析に時間を要する場合には、漏えい元の系統水に含まれる

放射性物質の放射能濃度（直近の測定結果）を用いる。 

 

 

③  核種の分析に時間を要する場合には、漏えい元の系統水に含まれる

放射性物質の放射能濃度（直近の測定結果）を用いる。 

 

 

十四 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、

管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ば

くに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放

射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は

超えるおそれのあるとき。 

十四 原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区

域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係

る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業

務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超える

おそれのあるとき。 

１． 目的 

発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態により、管理区域内にお

いて放射線業務従事者又は放射線業務従事者以外の者に被ばくがあっ

た場合は、別に定めがある法令上の限度に満たない場合であっても、発

電用原子炉施設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生し

た場合の影響を極力低減させることが望ましいことから、報告を求める

ものである。 

 

２． 語句・文章の解釈 

「超えるおそれのあるとき」：正確に判明しない場合であって、被ばく

の状況から本号に定める線量限度を超えるおそれのあるときをいう。 

 

３． 運用上の留意点 

発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態に係る作業等において、

当該線量を超えることが予見され、その予見のもとに管理された状態で

１． 目的 

原子炉施設の故障その他の不測の事態により、管理区域内において放

射線業務従事者又は放射線業務従事者以外の者に被ばくがあった場合

は、別に定めがある法令上の限度に満たない場合であっても、原子炉施

設の故障等の原因を究明し、その発生の可能性及び発生した場合の影響

を極力低減させることが望ましいことから、報告を求めるものである。 

 

 

２． 語句・文章の解釈 

「超えるおそれのあるとき」：正確に判明しない場合であって、被ばく

の状況から本号に定める線量限度を超えるおそれのあるときをいう。 

 

３． 運用上の留意点 

原子炉施設の故障その他の不測の事態に係る作業等において、当該線

量を超えることが予見され、その予見のもとに管理された状態で超えた
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超えた場合は、当該作業において予め定めた実効線量（計画線量）を超

えた場合に本号を適用する。 

 

場合は、当該作業において予め定めた実効線量（計画線量）を超えた場

合に本号を適用する。 

 

十五 放射線業務従事者について第十条第一項第一号の線量限度を超え、

又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 

十五 放射線業務従事者について第十条第一項第一号の線量限度を超え、

又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。 

１． 目的 

放射線業務従事者が受ける線量について、福島第一規則に定められた

線量限度に係る法令の遵守状況を確認する観点から、当該線量限度を超

えた場合に報告を求めるものである。 

（参考）福島第一規則第１０条第１項第１号の規程に基づく線量限度は、東京電力株

式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関し

て必要な事項を定める告示第５条に定められる。 

 

２． 語句・文章の解釈 

「超えるおそれのある被ばくがあったとき」：正確に判明しない場合

であって、被ばくの状況から当該線量限度を超えるおそれのあるときを

いう。 

 

１． 目的 

放射線業務従事者が受ける線量について、福島第一規則に定められた

線量限度に係る法令の遵守状況を確認する観点から、当該線量限度を超

えた場合に報告を求めるものである。 

（参考）福島第一規則第１０条第１項第１号の規程に基づく線量限度は、東京電力株

式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関し

て必要な事項を定める告示第５条に定められる。 

 

２． 語句・文章の解釈 

「超えるおそれのある被ばくがあったとき」：正確に判明しない場合

であって、被ばくの状況から当該線量限度を超えるおそれのあるときを

いう。 

 

十六 挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない制御棒（一号炉、二

号炉、三号炉及び四号炉に係るものを除く。）が当初の管理位置（実施

計画に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書

において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示

することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。）から他の管理

位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき又は

十六  挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない制御棒（一号炉、

二号炉、三号炉及び四号炉に係るものを除く。）が当初の管理位置（実

施計画に基づいて原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書にお

いて、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示する

こととされている制御棒の位置をいう。以下同じ。）から他の管理位置

に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき又は全挿
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全挿入位置（管理位置のうち制御棒が最大限に挿入されることとなる管

理位置をいう。以下同じ。）にある制御棒であって挿入若しくは引抜き

の操作を現に行っていないもの（一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に

係るものを除く。）が全挿入位置を超えて更に挿入される方向に動作し

たとき。ただし、燃料が炉心に装荷されていないときを除く。 

入位置（管理位置のうち制御棒が最大限に挿入されることとなる管理位

置をいう。以下同じ。）にある制御棒であって挿入若しくは引抜きの操

作を現に行っていないもの（一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係る

ものを除く。）が全挿入位置を超えて更に挿入される方向に動作したと

き。ただし、燃料が炉心に装荷されていないときを除く。 

１．目的 

平成１８年１１月３０日の経済産業省からの指示により各電力会社

が行った発電設備に係る総点検の結果、原子炉停止中に想定外の制御棒

引き抜け等の事象が発生していることが判明した。想定外の制御棒の引

き抜け等の事象は、原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性がある事象で

あることから、当該事象を事故に発展する事前の兆候として把握し、そ

れに対する処置を講じさせることが適当である。このため、制御棒の操

作をしていない状態において制御棒が動作した事象について、報告を求

めるものである。 

 

２．語句・文章の解釈 

① 「挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない制御棒」：「挿入若し

くは引抜きの操作を現に行っていない制御棒」とは、（イ）挿入若し

くは引抜きの操作を一切行っていない状態の下における１本又は２

本以上の制御棒又は（ロ）１本又は２本以上の制御棒を動作させるこ

とにより制御棒の操作を行っている状態の下における当該１本又は

２本以上の制御棒以外の制御棒をいう。 

② 「制御棒の操作に係る文書」：制御棒を操作するために発電用原子炉

１．目的 

平成１８年１１月３０日の経済産業省からの指示により各電力会社

が行った発電設備に係る総点検の結果、原子炉停止中に想定外の制御棒

引き抜け等の事象が発生していることが判明した。想定外の制御棒の引

き抜け等の事象は、原子炉の安全性に影響を及ぼす可能性がある事象で

あることから、当該事象を事故に発展する事前の兆候として把握し、そ

れに対する処置を講じさせることが適当である。このため、制御棒の操

作をしていない状態において制御棒が動作した事象について、報告を求

めるものである。 

 

２．語句・文章の解釈 

① 「挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない制御棒」：「挿入若し

くは引抜きの操作を現に行っていない制御棒」とは、（イ）挿入若し

くは引抜きの操作を一切行っていない状態の下における１本又は２

本以上の制御棒又は（ロ）１本又は２本以上の制御棒を動作させるこ

とにより制御棒の操作を行っている状態の下における当該１本又は

２本以上の制御棒以外の制御棒をいう。 

② 「制御棒の操作に係る文書」：制御棒を操作するために原子炉設置者
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設置者が定めている文書であって、要領、手順などその具体的な名称

に関わらず保安規定に基づいて定められているものをいう。 

③ 「一定の間隔」：制御棒を管理するための動作の最小単位を指す。具

体的には、ＢＷＲについては「１ノッチ」がこれに当たる。 

④ 「制御棒が当初の管理位置（中略）から他の管理位置に移動し、若し

くは当該他の管理位置を通過したとき」：制御棒を操作する際の最小

単位分又はこの最小単位を超えて制御棒が動作した場合をいう。最小

単位未満の範囲において制御棒が動作する場合（いわゆるドリフトと

呼ばれる現象を含む。）は事故故障等の報告とはならない。 

⑤ 「全挿入位置（中略）にある制御棒であって挿入若しくは引抜きの操

作を現に行っていないもの」：「全挿入位置（中略）にある制御棒で

あって挿入若しくは引抜きの操作を現に行つていないもの」とは、全

挿入位置において（イ）挿入若しくは引抜きの操作を一切行っていな

い状態の下における１本又は２本以上の制御棒又は（ロ）１本又は２

本以上の制御棒を動作させることにより制御棒の操作を行っている

状態の下における当該１本又は２本以上の制御棒以外の制御棒をい

う。 

⑥ 「全挿入位置を超えて更に挿入される方向に動作したとき」：いわゆ

る過挿入と呼ばれる状態をいう。 

⑦ 「燃料が炉心に装荷されていないとき」：すべての又は一部の燃料が

装荷されている場合以外の場合をいう。 

 

が定めている文書であって、要領、手順などその具体的な名称に関わ

らず保安規定に基づいて定められているものをいう。 

③ 「一定の間隔」：制御棒を管理するための動作の最小単位を指す。具

体的には、ＢＷＲについては「１ノッチ」がこれに当たる。 

④ 「制御棒が当初の管理位置（中略）から他の管理位置に移動し、若し

くは当該他の管理位置を通過したとき」：制御棒を操作する際の最小

単位分又はこの最小単位を超えて制御棒が動作した場合をいう。最小

単位未満の範囲において制御棒が動作する場合（いわゆるドリフトと

呼ばれる現象を含む。）は事故故障等の報告とはならない。 

⑤ 「全挿入位置（中略）にある制御棒であって挿入若しくは引抜きの操

作を現に行っていないもの」：「全挿入位置（中略）にある制御棒で

あって挿入若しくは引抜きの操作を現に行つていないもの」とは、全

挿入位置において（イ）挿入若しくは引抜きの操作を一切行っていな

い状態の下における１本又は２本以上の制御棒又は（ロ）１本又は２

本以上の制御棒を動作させることにより制御棒の操作を行っている

状態の下における当該１本又は２本以上の制御棒以外の制御棒をい

う。 

⑥ 「全挿入位置を超えて更に挿入される方向に動作したとき」：いわゆ

る過挿入と呼ばれる状態をいう。 

⑦ 「燃料が炉心に装荷されていないとき」：すべての又は一部の燃料が

装荷されている場合以外の場合をいう。 

 

十七 前各号のほか、発電用原子炉施設に関し人の障害（放射線障害以外

の障害であって入院治療を必要としないものを除く。）が発生し、又は

十七 前各号のほか、原子炉施設に関し人の障害（放射線障害以外の障害

であって入院治療を必要としないものを除く。）が発生し、又は発生す
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発生するおそれがあるとき。 るおそれがあるとき。 

１． 目的 

発電用原子炉施設が原因で人の障害が発生した場合は、その原因究明

及び再発防止対策の検討を行う必要があることから、報告を求めるもの

である。 

 

２． 語句・文章の解釈 

① 「発電用原子炉施設に関し」：発電用原子炉施設の故障など発電用原

子炉施設が障害の直接の原因となった場合のことをいう。 

（参考）発電用原子炉施設内において発生した事象であっても、点検・工事等のため

の作業用機器や仮設機器・設備等が原因で障害が発生した場合、障害の主な原因

が障害を負った者の故意や過失である場合、あるいは病気の発生等によるもので

ある場合は、本号の対象とはならない。 

② 「障害」：放射線障害、落下障害、熱的障害、酸欠障害等をいう。 

③ 「入院治療」：専ら治療のために入院することをいい、検査のための

入院は「入院治療」には該当しない。 

 

３． 目的 

原子炉施設が原因で人の障害が発生した場合は、その原因究明及び再

発防止対策の検討を行う必要があることから、報告を求めるものであ

る。 

 

４． 語句・文章の解釈 

① 「原子炉施設に関し」：原子炉施設の故障など原子炉施設が障害の直

接の原因となった場合のことをいう。 

（参考）原子炉施設内において発生した事象であっても、点検・工事等のための作業

用機器や仮設機器・設備等が原因で障害が発生した場合、障害の主な原因が障害

を負った者の故意や過失である場合、あるいは病気の発生等によるものである場

合は、本号の対象とはならない。 

② 「障害」：放射線障害、落下障害、熱的障害、酸欠障害等をいう。 

③ 「入院治療」：専ら治療のために入院することをいい、検査のための

入院は「入院治療」には該当しない。 
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